
RETIO. 2012.  7  NO.86

6

当協議会は、不動産広告を行う場合のルー

ルである「不動産の表示に関する公正競争規

約」（表示規約）及び不動産の取引に付随し

て景品類を提供する場合のルールである「不

動産業における景品類の提供の制限に関する

公正競争規約」（景品規約）の二つの規約を

運用しており、常時、不当表示等の規約違反

行為を未然に防止し、一般消費者に適正な情

報を提供するため、不動産広告・景品提供に

関する相談に積極的かつ丁寧に対応し、指導

を行うほか、不当表示等の疑いのある広告表

示を調査し、規約違反が認められる加盟事業

者に対しては、必要な措置を講じている。

これらの規約は、不動産業界が自主的に定

め、「公正な競争の確保」を目的とする不当

景品類及び不当表示防止法第11条の規定に基

づき、表示規約が昭和38年に、景品規約が昭

和58年に、それぞれ公正取引委員会の認定を

受けたものが原型となっている。

なお、同法はその目的を従来と表裏の関係

にある「一般消費者の利益保護」に変更した

上で平成21年９月に消費者庁に移管されてい

る。

当協議会は、平成23年度において、2,387

物件を調査し（表１）、規約に違反する疑い

のある事案208件に対して措置を採る等の処

理を行った（表２）。

規約違反が認められ、その内容、程度及び

その及ぼす影響が重大なものであるときは、

違約金の課徴を含む厳重警告を行っている。

23年度は48件に対して厳重警告・違約金の措

置を講じた。

以下、これらの事案の中から規約違反の具

体的な内容を紹介する。

平成23年度不動産広告の違反事例

公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 事務局次長　斉藤 卓

 物件種別 調査物件数 
 賃貸住宅 777 
 中古住宅・新築住宅 771 
 売地 458 
 中古マンション 205 
 新築分譲住宅 106 
 分譲宅地 59 
 新築分譲マンション 10 
 現況有姿分譲地 1 
 合    計 2,387

【表１】　平成23年度調査対象物件数 

区　分 処理内容 表示関係 景品関係 表示･景品関係 
  厳重警告・違約金 48 
 
加盟事業者

 厳重警告 ０ 
  警告等 150 ３ ２ 
  不問 ４ 
 非加盟事業者 消費者庁に通知 １ 
  小    計 203 ３ ２ 
  合　　計（実数） 208

【表２】　平成23年度事案処理件数 

※「表示・景品関係」とは、表示規約及び景品規約双方に違反した事案である。
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Ⅰ　広告表示の開始時期の制限の違反事例

表示規約では、宅地の造成工事又は建築工

事の完了前の物件（未着工も含む）を広告す

る場合には、宅建業法第33条で規定する許可

等の処分があった後でなければならない旨規

定している（第５条）。

次に記載の事例は、いずれも、建築工事完

了前の新築住宅を広告するに際して、建築基

準法第６条の確認（以下「建築確認」という。）

を受けていないことから「広告表示の開始時

期の制限」の規定に違反することに加えて、

新築住宅として取引することができないこと

から、不当表示にも該当するものである。

【Ａ社の事例】

対象広告：月刊住宅専門雑誌

対象物件：新築住宅

違反事実

１　新築住宅１について

「新築　○○市○○町　1 ,890万円　土

地：107坪・建物：30坪　閑静住宅地・

広々107坪！」、「全仲介」等と記載し、あ

たかも新築住宅を取引するかのように表示

している。

しかしながら、この物件の売主は、売地

として640万円で取引しようとしているも

のをＡ社が勝手に新築住宅として広告した

ものであって、建物の建築に際し必要とさ

れる建築確認を受けておらず、実際には、

新築住宅として広告してはならないもので

ある。

また、この物件は、市街化調整区域に所

在し、都市計画法第34条第11号の規定によ

り、○○市の条例で指定する区域内の土地

であって、建物が建築できる要件は、この

土地を購入した者の自己居住用住宅に限ら

れているため、実際には、Ａ社がこの土地

に住宅を建築し、新築住宅として取引する

ことはできないものである。

なお、この物件のほかに新築住宅９物件

も調査したが、いずれも同様の違反が見受

けられた。

２　新築住宅２について

「新築　○○市○○町　2 ,050万円　土

地：82坪・建物：30坪　間取り変更可」、

「全仲介」等と記載し、あたかも新築住宅

を取引するかのように表示している。

しかしながら、この物件の売主は、売地

として700万円で取引しようとしているも

のをＡ社が勝手に新築住宅として広告した

ものであって、建築確認を受けておらず、

実際には、新築住宅として広告してはなら

ないものである。

また、この物件は、市街化調整区域に所

在し（前記１の○○市の条例で指定する区

域内ではない。）、宅地の造成及び建物の建

築はできないため、実際には、Ａ社がこの

土地に住宅を建築し、新築住宅として取引

することはできないものである。

【Ｂ社の事例】

対象広告：インターネット不動産情報サイト

対象物件：新築住宅

違反事実

「新築一戸建住宅　1 ,980万円　３ＬＤＫ

土地面積79.00㎡　建物面積80.73㎡　築年月

2012／04予定　木造　地上２階建て　取引態

様　媒介　建築確認：有（確06○○○）」等

と記載し、ことさら建築確認を受けた新築住

宅を取引するかのように表示している。

しかしながら、この物件の売主は、建築条

件付の売地として1,250万円で取引しようと

しているものをＢ社が勝手に新築住宅として

広告したものであって、建築確認を受けてお

らず、実際には、新築住宅として広告しては
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ならないものである。

また、表示した建築確認番号は架空のもの

であり、かつ、Ｂ社がこの土地に住宅を建築

し、新築住宅として取引することもできない

ものである。

なお、この物件のほかに新築住宅９物件も

調査したが、いずれも架空の建築確認番号を

記載するなど同様の違反が見受けられた。

Ⅱ　取引条件にかかる不当表示事例

【Ｃ社の事例】

対象広告：インターネット不動産情報サイト

対象物件：賃貸住宅

違反事実

「賃貸マンション　賃料2.5万円　管理費等

10,000円　敷金なし　礼金なし　ワンルーム

（洋8.8）14.30㎡　築年月1991年５月　女性限

定　仲介」等と記載し、あたかもこの物件に

入居した場合、この8.8畳相当のワンルーム

を一人で専用使用できるかのように表示して

いるが、実際には、このワンルームを６人で

共同使用する相部屋物件であって、一人で専

用使用することはできない。

また、「賃料　2.5万円」と記載しているが、

実際の賃料は、一人当たり30,000円である。

さらに、入館料10,000円及び室内クリーニ

ング費用10,000円を要する旨を記載していな

い（いずれも一人当たりの額）。

【Ｄ社の事例】

対象広告：電柱に掲出したビラ（無許可の屋

外広告物）

対象物件：新築分譲住宅

違反事実

「完全未公開物件　2,500万円～　全10棟現

場　土地面積36坪～　建物フリープラン有」

等と記載し、あたかも新築住宅が2,500万円

から購入できるかのように表示している。

しかしながら、この価格は土地のみの価格

であって、実際には、この新築住宅の価格は、

最低でも3,600万円であり、表示の価格で購

入できるものはない。

また、広告時点においては、建物の建築工

事に際して必要とされる建築確認を受けてい

ないため、新築住宅として広告してはならな

いものである。

さらに、取引態様を記載していないため、

あたかもＤ社が売主であるかのような表示と

なっているが、実際の取引態様は媒介であり、

売買契約が成立した場合には、価格のほかに

媒介報酬が必要である。

※ 電柱等にビラ等を掲出する行為は、屋外

広告物法及び同法に基づく屋外広告物条例

に違反するものであり、許可なく行っては

ならないものである（後掲のＪ社の事例も

同様である。）。

【Ｅ社の事例】

対象広告：物件周辺の住宅に配布したチラシ

対象物件：新築住宅

違反事実

「速報！手数料０円　新築戸建　価格2,220

万円　安心！○○ホーム施工の邸宅」等と記

載するとともに、建物の完成予想図を掲載し、

あたかも新築住宅が2,220万円で購入できる

かのように表示しているが、この価格は土地

のみの価格であって、この物件の実際の価格

は3,480万円である。

また、建物の建築工事に際し必要とされる

建築確認を受けていないため、新築住宅とし

て広告してはならないものである。

【Ｆ社の事例】

対象広告：自社のホームページ
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対象物件：賃貸住宅

違反事実

Ｆ社のホームページのトップに、「仲介手

数料　半額～　一部業者仲介物件は対象外」

と記載するとともに「おすすめ物件情報」と

して12物件の賃貸住宅について、例えば「マ

ンション　賃料6.3万円　東京都○○市○○

町　○○線○○駅徒歩６分」、「マンション

賃料7.5万円　東京都○○市○○町　南武線

○○駅徒歩９分」等と記載し、あたかもこれ

ら12物件をＦ社の仲介で取引した場合には、

その仲介手数料（月額賃料相当額）が一部の

物件を除いて半額になるかのように表示して

いるが、実際には、この12物件はいずれも、

半額にはならない。

また、当該ホームページには、前記の物件

を含め約200物件掲載しているが、このうち

仲介手数料（前同）が半額になるのは約70物

件（約35％）にすぎず、大半の物件は半額に

ならない。

ちなみに、仲介手数料（前同）が半額にな

るのは、Ｆ社が、貸主から直接媒介依頼を受

けている物件及び元付業者から賃料１か月分

の広告料金を受け取れる物件に限られてい

る。

Ⅲ　取引内容にかかる不当表示事例

【Ｇ社の事例】

対象広告：インターネット不動産情報サイト

対象物件：賃貸住宅

違反事実

１　賃貸住宅５物件の最寄り駅からの徒歩所

要時間について、表３のとおり、実際より

も４分から１分短く表示している。

これは、標記サイトにおいて、最寄り駅

からの徒歩所要時間別に物件を検索する条

件（１分以内、５分以内、７分以内及び10

分以内）があらかじめ設定されているため、

Ｇ社は、これに合致するよう実際よりも短

く表示したものである。

２　賃貸住宅６物件の専有面積について、表

４のとおり、実際よりも広く表示している。

これも、同サイトの専有面積別に物件を

検索する条件（10㎡から40㎡までは５㎡刻

み、40㎡超は10㎡刻み）に合致するよう、

実際よりも広く表示したものである。

【Ｈ社の事例】

対象広告：インターネット不動産情報サイト

対象物件：賃貸住宅

違反事実

１ 「間取り１ＳＫ　30.00㎡　洋室６ Ｋ２

ロフト６　メゾネット　従来のロフトのイ

メージ破ったメゾネット風でお部屋のよう

な広々快適ロフト約６畳を含む35㎡」等と

記載しているが、実際には、専有面積は

20.68㎡であり、ロフトも存在せず、メゾ

ネット（上下２層に分かれた住戸を１住戸

として構成する形式）でもない。

 No. 表　示 事　実 

 １ １分 ２分 

 ２ 10分 13分 

 ３ 10分 12分 

 ４ ５分 ７分 

 ５ 10分 14分 

【表３】 

 No. 表　示 事　実 

 ２ 30㎡ 29.94㎡ 

 ５ 50㎡ 49.73㎡ 

 ６ 30㎡ 28.41㎡ 

 ７ 20㎡ 18.81㎡ 

 ８ 30㎡ 29.83㎡ 

 ９ 20㎡ 19.87㎡ 

【表４】 
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また、建物の写真を掲載しているが、当

該物件のものではない。

２　上記物件のほか、賃貸住宅７物件の専有

面積とロフト部分の広さを表５のとおり、

実際のものよりも広く表示している。

【Ｉ社の事例】

対象広告：インターネット不動産情報サイト

対象物件：賃貸住宅

違反事実

賃貸住宅８物件の建築年月について、表６

のとおり、実際よりも33年から18年短く表示

している。

Ｉ社は、「建築年月」の欄にリフォーム工

事を実施した年月を記載したものである。

【Ｊ社の事例】

対象広告：駅周辺の路上に円錐形の保安器具

（通称「ロードコーン」といわれる。）を置き、

これに貼付したビラ（平成23年５月６日から

同月17日に掲出・無許可の屋外広告物）

対象物件：新築住宅

違反事実

「初公開　新築自由設計戸建　2 ,680万円

建物30坪」と記載し、あたかも自由設計の新

築住宅を取引するかのように表示している

が、この物件は、このビラの掲出期間中の平

成23年５月中旬には建物が完成し、同月24日

には建築基準法の規定に基づき建物の完了検

査を受けているものであって、実際には、こ

の物件は、自由設計の新築住宅ではない。

また、「初公開」と記載しているが、この

物件は、既に売主業者（Ｊ社は仲介）が平成

22年12月初旬に自社ホームページや新聞折込

ビラに広告を掲載しているものであって、実

際には「初公開」とはいえない。

Ⅳ　おとり広告の事例

表示規約では、①物件が存在しないため、

実際には取引することができない物件、②

物件は存在するが、実際には取引の対象と

なり得ない物件及び③物件は存在するが、

実際には取引する意思がない物件の３形態

を「おとり広告」と規定し、これらに該当

する広告表示を禁止している（第21条）。

【Ｋ社の事例】

対象広告：インターネット不動産情報サイト

対象物件：賃貸住宅

【表５】 

 専有面積 ロフト 専有面積 ロフト 

 30.37㎡ 約６帖 18.73㎡ 4.5畳 

 30.07㎡ 約６帖 19.70㎡ 5.8畳 

 30.02㎡ 約６帖 18.02㎡ 4.5畳 

 30.06㎡ 約６帖 18.26㎡ 5.0畳 

 35.00㎡ 約６帖 22.40㎡ 5.9畳 

 30.00㎡ 約６帖 18.51㎡ 5.3畳 

 30.00㎡ 約６帖 18.00㎡ 4.5畳 

表　示 事　実 
No.

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

【表６】 

No. 表　示 事　実 差 

2007／03 
築浅 1973／５ 33年10か月 

2008／02 
新築同様 1974／６ 33年８か月 

2010／01 
新築同様 1976／10 33年３か月 

2010／05 1989／４ 21年１か月 

2010／02 1977／５ 32年９か月 

2005／07 1987／６ 18年１か月 

2010／09 1992／２ 18年７か月 

2010／04 
新築同様 1977／７ 32年９か月 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 
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違反事実

賃貸住宅17物件について、例えば「賃貸マ

ンション　情報登録日2010/12/19 情報有効

期限2011/01/03 丸ノ内線○○駅徒歩６分

１Ｋ　21㎡　賃料5.9万円　敷金１ヶ月　礼

金無料　現況空家　仲介」等と記載している。

しかしながら、当協議会が、広告掲載時点

の当日に元付会社の物件情報図面等の関係資

料の提出を求めたにもかかわらず、Ｋ社は、

これら17物件の関係資料を有しておらず、か

つ、物件を特定することもできないため、こ

れらの物件が存在するか否かにかかわらず、

実際には取引することができない。

ちなみに、これら17物件の賃料は、周辺相

場に比べ著しく安く、Ｋ社の代表者も架空物

件とみられてもやむを得ないと述べている。

【Ｌ社の事例】

対象広告：インターネット不動産情報サイト

対象物件：新築住宅

違反事実

新築住宅10物件について、例えば「新築一

戸建住宅　3780万円　３ＬＤＫ　建物面積

65.00㎡　土地面積42.00㎡（実測） 築年月

2011年12月下旬予定　媒介　未公開物件につ

き間取りお問い合わせ下さい」等と記載する

とともに建物の完成予想図を掲載している。

しかしながら、これらの物件は、いずれも

元付会社等の物件情報図面のデータを基に、

売地を新築住宅にしたり、土地面積、建物面

積を改ざんし、全く異なる建物完成予想図を

掲載したものであり、実際には存在しない架

空物件である。

【Ｍ社の事例】

対象広告：インターネット不動産情報サイト

対象物件：賃貸住宅

違反事実

賃貸住宅14物件について、例えば「小田急

線○○駅徒歩６分　賃料6 .9万円　管理費

3000円　礼金6 .9万円　敷金6 .9万円　１Ｋ

22 .11㎡　マンション　築10年　洋６Ｋ２

入居即　仲介」等と記載するとともに建物の

外観写真を掲載している。

しかしながら、これらの物件は、契約済み

で取引できない物件や取引の可否が確認でき

ない物件の情報を基に、賃料、間取り、専有

面積、建築年月を改ざんし、全く別の物件の

建物外観写真を掲載したものであり、実際に

は存在しない架空物件である。

【Ｎ社の事例】

対象広告：インターネット不動産情報サイト

（平成23年2月22日時点に掲載していた広告を

対象とした。）

対象物件：賃貸住宅

違反事実

１　賃貸住宅１について

「入居時期　即入居　物件登録日2011年

02月08日　広告更新予定日2011年02月22日

家賃7 .25万円　管理費5 ,500円　20 .26㎡

マンション　媒介」等と記載しているが、

この物件は、平成21年12月14日に契約済み

であって取引できないにもかかわらず、そ

の概ね１年２か月後の平成23年２月８日に

新規に情報登録を行い、広告時点の同年２

月22日まで継続して広告していたものであ

る。

２　賃貸住宅２について

「入居時期　即入居　物件登録日2011年

02月08日　広告更新予定日2011年02月22日

家賃7.2万円　管理費7,500円　20.30㎡　マ

ンション　媒介」等と記載しているが、こ

の物件は、平成22年３月15日に契約済みで

あって取引できないにもかかわらず、その
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概ね11か月以上後の平成23年２月８日に新

規に情報登録を行い、広告時点の同年２月

22日まで継続して広告していたものであ

る。

【Ｏ社の事例】

対象広告：自社ホームページ（平成23年３月

２日時点に掲載していた広告を対象とした。）

対象物件：賃貸住宅

違反事実

１　賃貸住宅１について

「マンション　賃料26.8万円　管理費－

敷金２ヶ月　礼金１ヶ月　85.78㎡　仲介

情報公開日　2011-02-08 次回更新予定日

2011年３月９日」と記載しているが、この

物件は、新規に情報登録した後、平成21年

２月25日に契約済みとなったが、以降更新

を繰り返し、広告時点である平成23年３月

２日までの概ね２年間継続して広告してい

たものである。

２　賃貸住宅２について

「マンション　賃料 2 8万円　管理費

15,000円　敷金２ヶ月　礼金２ヶ月　79.56

㎡　情報公開日　2011-02-06 次回更新予

定日2011年３月７日」と記載しているが、

この物件は、新規に情報登録した後、平成

21年８月10日に契約済みとなったが、以降

更新を繰り返し、広告時点である平成23年

３月２日までの概ね１年半継続して広告し

ていたものである。

３　Ｏ社は、平成20年４月にもインターネッ

ト情報サイトに契約済み物件を掲載するお

とり広告を行ったことにより、厳重警告・

違約金の措置を受けているにもかかわら

ず、今回、再び、表示規約の規定に違反す

る広告を行ったものである。

Ⅴ　終わりに

平成23年度において、厳重警告・違約金の

措置を講じた48件のうち、不動産情報サイト

や自社ホームページのインターネット広告に

よるものが36件と75％を占めた。平成20年度

以降４年連続して70％を超過したことにな

る。

平成23年度のインターネット広告の違反

は、相変わらず架空物件（Ｋ社、Ｌ社、Ｍ社

の事例）や契約済み物件（Ｎ社、Ｏ社の事例）

を掲載する「おとり広告」が多いが、そのほ

かに、１部屋を複数人で共同使用する相部屋

物件であるのにその旨を記載していないもの

（Ｃ社の事例）や、インターネット不動産情

報サイトでは、一般消費者が希望する物件を

検索しやすくする工夫として、物件の種別、

所在地、価格（賃料）、最寄り駅、駅からの

徒歩所要時間、面積、建築年月等の事項ごと

に一定の検索条件を設定しているが、これを

悪用して、徒歩所要時間を短く又は面積を広

く表示する不当表示（Ｇ社の事例）もあった。

このようなインターネット広告の違反が多

くを占めていることから、当協議会は、平成

24年３月に、不動産の公正競争規約の趣旨に

賛同する広告会社等の賛助会員（平成24年３

月１日時点、109社）のうち、インターネッ

ト不動産情報サイトを運営する５社の広告審

査等の実務責任者らを当面のメンバーとする

『ポータルサイト広告適正化部会』をスター

トさせた。

この部会では、インターネット広告の適正

化を図るために、効果的、かつ、効率的に当

協議会の加盟事業者を誘導する方策がいかな

るものかを協議・検討し、一定の手順を踏ん

で決定した方策を順次、実施することとして

いる。


